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明

治

期

福

岡

地

方

石

油

史
二

石

炭

油

か

ら

石

油

へ

入

江

寿

紀

目

次

初

め

に

一
、
石
炭
油
か
ら
石
油

へ

臭
水
か
ら
石
炭
油

へ

石
炭
油
か
ら
石
油

へ

取
締
規
則
制
定
と
品
質
の
向
上

事
故
と
公
害

(以
上
前
号
)

二
、
用
途
の
多
様
化

ラ

ン

プ

街

路

灯

熱
用
と
し
て
の
石
油

駆
虫
用
と
し
て
の
石
油

(以
上
本
号
)

五

陸
用
石
油
発
動
機

船
舶
用
と
機
関
車

七

自

動

車

機
械
油
、
外

三
、
販
売
店
と
製
油
所

国
産
油
と
輸
入
油

明
治
中
ご
ろ
ま
で
の
石
油
販
売

露
油
全
盛
時
代

市
況
の
起
伏
と

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
勢
力
拡
大

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
九
州
市
場
独
占

ラ
イ
ジ
ン
グ
サ
ン
西
戸
崎
製
油
所
設
立

販
売
政
策
と
市
況

二
、

用

途

の
多

様

化

ラ

ン
プ

日

本

に

お

け

る

ラ

ン
プ

の
始

ま

り

に

つ

い

て

は
、

〔
明

治

事

物

起

原

〕
に

次

の
記

事

が

あ

る
。

み
℃
げ

「
万
延

元

年

(
一
八

六
〇

)

渡

米

し

た

る
友

人

よ

り
、

土

産

物

と

し

て

林

洞

海

に

贈

り

た

る
も

の

に

ラ

ン
プ

あ

り

。

油

壺

は

総

金

属

製

に

て
、

ホ

ヤ

は

バ

ネ

抑

へ
な

り

。

珍

物

と

し

て

来

客

あ

り

し

時

な

ど

使

ひ

居

し

が

、

石

油

尽
き

て

得

る

に
道

な

し
。

因

て

漸

く

越

後

よ

り
、

臭

水

油

一
樽

を

取

り

寄

せ

て
僅
か
に
之

を
用

ひ

た

り

し
も

、

そ

の
臭

水

油

の
運

送

中

に

、

他

の
貨

物

を
汚

し

た
り

と

か

に

て

・

驚

後

は
亦
断

ら

れ

た

り

。
.執

に

小

網

町

の
某

店

に
、

本

物

の

石

油

の
有

る
由

を

聞

き

、

そ

れ

よ
り

一
缶

を

求

め
て

始

め

て
、

安

堵

し

た

る

こ
と

あ

り

。

其

後

は

引

続

い

て
用

ひ
、

予

も

久

し
く

用

ひ

た

る
が

、

後

に

は

ホ

ヤ
抑

へ
の

バ

ネ

利

か
ず

な

り

た

れ

ば

、

空

し

く

仕

舞

ひ

お
き

た

り

し
。

」

(
若

林

樹

氏

談

)

ま

た

同

書

に

は
、

外

に

も

事

例

を
挙

げ

て
、

「
安

政

後

、

慶

応

前

、

ラ

ン
プ

及

び

石

油

を
使

用

す

る

人

、

往

往

あ

り

し

な

る

べ

し
。

」

と

述

べ

ら

れ

て

い

る
。

同

書

は
更

に

次

の

よ
う

に
続

け

て

い

る
。

文

久

二

年

(
一
八

六

二
)

版

の

〔
見

聞

誌

〕
に
、

「
異

人

室

内

、

中

に

も

重

金

な

る

美

製

の
灯

台

美

事

に

か
ざ

り

あ

り

」

と

い

ひ
、

又

同

三

年

版

〔
横

浜

奇

談

〕
に
、

「
夜

分

に
至

れ
ば

、

灯

台

に
ギ

ヤ

マ

ン
の

上
覆

を

か
く

れ
ば

、

そ

の

明

る



いチ

き

こ
と
、

毛

一
筋

を
も

見

あ

や

ま

る

事

な

し
。

何

れ

も

屋
敷

の
門

の
上

に

ギ

ヤ

マ

ン

に
て

製

造

な

し

た

る

行

燈

の
如

き

も

の

な

り
」

と
あ

り
、

共

に
、

未

だ

ラ

ン
プ

の
名

称

を

出

さ
ず

。

明

治

に
入

り

て

は
、

使

用

者

ば

つ
ぼ

つ
出

で
来
れ

り
。

そ

の
後

明

治

四

～

五
年

に

な

る
と

、

東

京

で

は

ラ

ン
プ

が

流

行

す

る

よ

う

に

な

り
、

明

治

五

年

一
月

の

〔
日

要

新

聞

〕
五
号

(
資

料

近

代

日
本

史

所

収

)

に

次

の

記

事

が

あ

る
。

ラ

ン
プ

の
流

行

ち
掌
ろ

い
え
ご
と

ヒ
{

記
誘

そ

し
加

あ
・か
い

近

来

ラ

ン
プ

流

行

シ

テ
毎

戸

二
点

灯

シ
人

々
愛

翫

ぶ
。

然

レ
ド

モ
其

用

法

は
な
に

あ
バ
な

ヲ
知

ラ

ザ

レ
パ

甚

ダ
危

キ

モ

ノ
ナ

リ
。

油

ヲ

一
パ

イ

ニ
入

レ
置

カ

ザ

ル

ト

キ

ハ
、

油
滓

下

に

タ

マ

ル

ユ

へ
火

気
透

徹

テ
火

ヲ
発

ス
。
又

、

心

ノ

ユ
ル

キ

ト

キ

ハ
蟹

フ
學

ニ
ヨ
リ
・

火

気

石
炭

油

ニ
転
伝

ル
キ

ハ
油
胴

破

裂

シ

テ
.一,

室
中
鐡

チ
火
糞

鞭

ス

ニ
至

レ
リ
・
然

ル

ニ
周
章

テ
水

ヲ
注
テ

消

サ

ン
ト
ウ
ス

レ

ハ
其

水

モ
亦

火
啖

ヲ
発

シ

テ
流

ル

ル
処
悉

ク
焼
爛

。

然

ル
ト

キ

ハ
早

ク
布

団

ヤ

ゥ

ノ
物

ヲ

被

セ
テ

鎮

静

ス
ベ

シ
、

ト
或

人

云

ヘ
リ
。

如

此

コ
ト

ハ
、

平

常

ニ

ヨ
ク

注
意

ス
ベ

キ

モ

ノ

ナ
リ
。

当

時

東

京

あ

た

り

で

は
爆

発

事

故

が
多

か

っ
た

が

、

そ

の

原

因

は
、

低

温

溜

出

分

を

含

ん

だ

石

油

を

使

用

し

た

こ
と

や
、

灯

心
管

が

種

油

も

使

え

る

よ

う
太

く

し

て
あ

る

の

に

細

い
灯

心

を
使

っ
た

り
、

油

壺

を
火

の
近

く

に

置

い
た

り

、

火

を

つ
け

た

ま

ま

で

ラ

ン
プ

に
油

を

補
充

し

た
り

し

た

こ
と

ら

し

い
。

し

か

し
九

州

と

な

る

と
、

事

情

が

大
分

違

っ
て
く

る
。

試

み

に
、

小

倉

の
豪

商

〔
中

原

嘉
左

右

日
記

〕
か

ら
、

石

油

購

入

を
拾

っ
て

み

よ

う
。

・
明

治

三

年

一
月

。

越

前

油

一
丁
、

三

百

五

十

匁

。

大

坂

油

一
丁
、

五

百

三

十

二
匁

。

・
明

治

四

年

五

月

。

下

関

よ
り

石

炭

油

一
缶

来

着

。

・
明

治

八

年

一
月

。

石
炭

油

一
ダ

ー

ス
注

文

。

当

時

の

ラ

ン
プ

は

種

油

な

ど

も

使

用

で
き

た
。

だ

か
ら

、

石
炭

油

の
購

入

量

が

少

い

か

ら

と

言

っ
て
、

こ

の

記

録

だ
け

か

ら

だ

け

で

は
、

ラ

ン
プ

を

常

用

し

た

か
ど

う

か
は

分

か
ら

な

い
。

し

か
し

、

豪

商

中

原

で
さ

え

こ

の
有

様

だ

か

ら

、

明

治

十

年

代

の
大

衆

に

と

っ
て

、

ラ

ン
プ

は

高

根

の
花

だ

っ
た

こ
と

だ

け

は

分

か

る
。

当

時

東

京

・
大

阪

と

福

岡

県

と

で

は
、

こ
れ

だ

け

流

行

に

時

差

が

あ

っ
た

。

(
前

述

「
石

炭

油

か

ら

石

油

へ
」

の
項

参

照
)

ラ

ン
プ

が

福

岡

県

下

の

都

市

で
流

行

す

る

の

は
、

東

京

・
大

阪

か

ら

大

分

遅

れ

て

い

る

こ

と

だ

け

は

確

実

だ

。

だ
が

、

第

一
回

目

の

小

さ

な

流

行

が

い

つ
ご

ろ

な

の

か
知

ら
な

い
。

し

か

し
、

明

治

十

八

年

(
一
九

八

五

)

八

月

の
新

聞

に

「
石

炭

油

事

故

続

発

」

の
記

事

が

あ

る

か
ら

、

こ

の

こ

ろ

に
は

大

分

ラ

ン
プ

の

数

が

増

加

し

て

い

た

の
だ

ろ

う
。

こ

の

こ

ろ

の

地

方

の
状

況

を
想

像

す

る
手

掛

り

を

得

る

た

め

に

〔
呼

子

村

網

元

日
誌

〕
を
見

て

み

る
と

、

二

十

二

年

三

月

五

日

の

項

に

「
石
油

を

一
缶

一
円

二

十

八
銭

」

で

買

っ
た

記

事

だ

け

で

外

に

は
見

当

ら

な

い
。

し

か

し

こ

の

こ

ろ

ま

で

は

石

油

の

用

途

は

ほ

と

ん

ど

ラ

ン
プ

だ

け

だ

っ
た

か
ら

、

お

そ

ら

く

ラ

ン

プ

を
使

用

し

た

も

の
と

思

う

。

だ

と

す

れ

ば

、

福

岡

県

で
も

二

十

年

前

後

に

は
、

一
部

中

心
都

市

や

特

殊

な

人

人

の
間

に

は

ラ

ン
プ

が

普

及

し
始

め

て

い
た

、

と

考

え

て

よ

さ

そ

う

だ

。

石

油

の

用

途

と

言

え

ば

、

明

治

の
前

半

は

ほ

と

ん
ど

ラ

ン
プ

だ

け

だ

っ
た
。

明

治

十

二

年

(
一
八

七

九

)

か
ら

害

虫

駆

除

用

と

し

て

田

に

石

油

を

ま

く

事

が

始

ま

り
、

翌

十

三

年

か

ら

田

の
点

火

誘

殺

が

始

ま

る
が

、

農

村

に
殺

虫

灯

が

増

加

し

始

め

る

の

は

二
十

五

年

(
一
八

九

二

)

か
ら

だ

し

(
後

述

「
駆

虫

用

と

し

て

の

石

油

」

参

照

)

、

そ

の
他

の
物

に
使

わ

れ

る

よ

う

に
な

る

の

は
更

に

遅

い

(
後

述

)

。

し

た
が

っ
て

明

治

前

半

の

ラ

ン
プ

の
増

加

は
、

石

油

販

売

店

の

数



を

見

れ

ば

あ

る
程

度

見

当

が

っ
く

と

言

う

こ

と

に
な

る
。

と

こ

ろ
が
、

新

聞

に
最

初

の

石

油

販

売

所

が

現

わ

れ

る

の
は

、

二
十

二
年

一
八

八

九

)

十

二

月

の
福

岡

市

山

下

円

造

で
、

以

後

次

第

に
そ

の
数

を
増

し
、

二
十

七
年

以
後

石

油

の
販

売

合
戦

が

繰

り

広

げ

ら

れ

る

よ

う

に
な

り

、

石

油

価

格

の
暴

騰

暴

落

が

起

こ

る

よ

う

に

な

る
。

だ

か
ら

、

明

治

二

十

二
年

(
一
八

八

九

)

こ

ろ

か
ら

福

岡
市

付

近

の

ラ

ン
プ

数

が

目

立

つ
よ

う

に
な

り

、

二
十

七

年

こ

ろ

に

は

県

下

の
都

市

部

や

都

市

周

辺

の
農

村

に

も
普

及

し

始

め

る

よ

う

に

な

っ
た
、

と

考

え

て

よ

い

の

で

は

な

い

か

と
思

う
。

な

お
、

前

述

「
石
炭

油

か
ら

石

油

へ
」

の

項

で
、

九

州

各

地

間

の
流

行

の

時

差

を

考
察

し

た
が

、

そ

の
結

果

を

正

し

い
も

の

と

す

れ
ば

、

福

岡
市

と
同

じ

こ

ろ

長

崎

市

で
も

ラ

ン
プ
数

が

目

立

つ
よ

う

に

な

っ
た

こ
と

に
な

る
。

ラ

ン
プ

の
普

及

に

よ

っ
て
、

二
十

七
年

(
一
八

九

四

)

に

は
長

さ

を
自

由

に

調

節

す

る

こ

と

の

で

き

る

ラ

ン
プ

釣

り

を
考

案

す

る
者

も

現

わ

れ
、

二

十

八

年

一
月

一
日

の

〔
福

岡

日
日

〕
に

は
、

「
農

商

務

省

専

売

特

許

号

二

三

九

〇
。

福

岡

市

材

木

町

廿

三

番

地

ノ

二
、

発

明

者

・
葉

山

助

次

郎

」

と

し

て
、

図

入

り

の

広

告

が

掲

載

さ

れ

て

い

る
。

し

か

し

明

治

三

十

年

こ

ろ

に
な

っ
て

も
、

都

市

の
貧

民

街

や
農

山

村

で

は

、

行

灯

さ

え
も

使

う

金

の
な

い
人

人

が

い

て
、

竹

筒

に
灯

心

を

さ

し

た

り

油

皿

に

灯

心

を

の

せ

た

だ

け

の
灯

火

が

使

わ

れ

て

い

る

よ

う

だ
。

そ

れ

は
、

同

年

九

月

の

秋

月

町

に

お

け

る

奉

納

素

人

相

撲

で
、

竹

筒

に
灯

心

を

さ

し

た

だ

け

の
灯

火

が

使

用

さ

れ

た

こ
と

(
参

照

、

前

述

「
事

故

と

公

害

」

)

か

ら
想

定

さ

れ

る
。

福

岡
市

に
最

初

の
電

灯

会

社

「
博
多

電

灯

株

式

会

社

」

が

最

初

の

点

灯

を

行

な

っ
た

の

は

三

十

年

(
一
八
九

七
)

十

月

(
開

業

は
十

一
月

)

、

次

い
で

三

十

九

年

(
一
九
〇

六

)

二

月

に

は
博

多

瓦

斯

株

式

会

社

が

点

火

を

開

始

し

た

が

、

そ

の
間

に

も

ラ

ン
プ

の
数

は
ど

ん

ど

ん

増

加

し

て
き

た
。

そ

の

理

由

は
、

電

気

や

ガ

ス
は

明

る

く

便

利

で

は
あ

っ
て

も
、

ラ

ン
プ

用

石
油

に

比

べ

る
と

価

格

に

大

き

な

開

き

が

あ

っ
た

か

ら

だ
。

四

十

年

(
一
九

〇

七

)

七

月

に
な

る

と
久

留

米

市

に

も

最

初

の
電

灯

が

つ
き

、

以

後

電

気

事

業

は

ガ

ス
事

業

と

競

争

し
な

が

ら

発

展

し

て
く

る
が

、

明

治

末

に

な

っ
て
も

石

油

消

費

量

は

ほ

と

ん

ど

減

少

し

て

い

な

い
。

こ
れ

は
、

明

治

末

に

な

っ
て
急

激

に
増

加

し

た

石

油

の

新

用

途

の
拡

大

も

あ

る
が

、

そ

の

主

な

原

因

は
、

大

衆

の
収

入

増

加

に

よ

る

生

活

向

上

に

よ

つ
て
、

電

気

・
ガ

ス
の

未

設

地

帯

ヘ
ラ

ン
プ

が

普

及

し

た

こ

と

お

よ
び

使

用

時

間

の

増

加

、

電

気

・
ガ

ス
に

比

べ

て

ラ

ン
プ

が

非

常

に
割

安

だ

っ
た

こ

と
が

挙

げ

ら

れ

る
。

こ

の

こ
と

に

つ

い

て

は
、

四

十

四

年

(
一
九

一

一
)

十

二
月

十

五

日

の

〔
福

岡

日

日

〕
に

次

の
記

事

が
あ

る
。

ガ

ス

電
気

・
瓦
斯
勃
興
と
石
油
界

昨
年
末
福
岡
県
を
始

め
九
州
各
地
を
通
じ
て
電
気

・
瓦
斯
の
事
業
頻
り
に

勃
興
し
、
其
供
給
増
加
に
加

へ
て
点
灯
料
率
も
概
し
て
低
廉
と
な
り
た
る
を

以
て
、

石
油
需
要
の
方
面
に
勘
か
ら
ざ

る
影
響
あ
る
べ
し
と
思
惟
せ
ら
る
る

が
・
実
際
は
未
だ
必
ず
し
も
然
ら
ざ
る
や
に
て
、
外
油
の
販
売
及
び
消
費
状

態
は
、
ラ
イ
ジ
ン
グ
及
び
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
両
社
共

一
昨
年
に
比
し
格
段
の
異

常
を
認
め
ず
。

(
中
略
)
然
し
内
国
油
は
、
従
来
石
油
全
消
費
高

の
三
割
を

占

め
居
た
り
し
が
、
今
躍
に
撫
て
は
約
其

一
割
四
分
強
を
保
留
す
る
に
止
ま

れ
る
の
み
・
従

っ
て
目
今
電
気

●
瓦
斯
の
為
め
石
油
界
の
侵
蝕
せ

ら
れ
た
り

と
見
る
べ
き
は
、
先
づ
其
内
油
の
減
額
位
と
為
す
べ
し
と
云
ふ
。

こ
の
記
事
の
中
に
あ
る
内
国
産
油
の
販
売
高
減
少
は
、
電
気
ガ
ス
事
業
の
圧
迫

に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
明
治
三
十
九
年
の
好
景
気
の
反
動
と
し
て
起
こ
っ
た

四
十
年
か
ら
四
十
四
年
に
か
け
て
の
不
況
が
原
因
の
よ
う
だ

(後
述
)
。

ラ
ン
プ
が

い
か
に
割
安
だ

っ
た
か
を
知
る
た
め
、
試
み
に
、
明
治
四
十
四
年

(
一
九

一
一
)
中
壱
岐
の
中
産
階
級
が
ど
の
位
灯
用
石
油
を
買
入
れ
た
か
、

〔
壱
岐
日
誌

〕

(
仮
称
、
筆
者
脇
川
某
、
沼
津
村
付
近
?
住
)
か
ら
拾

つ
て
み



よ

う

。

な

お

こ

の

日
誌

は
、

明

治

に
は

珍

し
く

つ
け

ペ

ン
書
き

に

な

っ
て

い

る
。

こ

の

日
誌

に

よ

る

と
、

一
ヵ
月

の

石

油

代

は
十

銭

足

ら

ず

と

な

る
。

し

か
も

こ

の

中

に

は
、

一
部

他

人

へ
分

け

て

や

っ
た
も

の

さ

え

入

っ
て

い

る

よ
う

だ

。

と

こ

ろ
が

四

十

四

年

の
全

国

電
灯

料

金

は

、

約

半

数

が

十

燭

光

終

夜
灯

料

金

が

六

〇

～

九

〇

銭

だ

っ
た

か

ら
、

こ

の

へ
ん

に

ラ

ン
プ

の

人
気

が

衰

え

ぬ

一
半

の
原

因

が

あ

っ
た
も

の

と
思

う
。

こ

の

よ
う

に

し

て

ラ

ン
プ

は
、

明

治

末

か
ら

大

正
初

め

に

か

け

て
、

ま

す

ま

す

そ

の
数

を

増

加

し

て

い

っ
た
。

な

お
、

明

治

末

の

ラ

ン
プ

の
増

加

に

つ

い

て

は

、

明

治

四

十

五
年

(
一
九

一
二
)

五
月

十

五

日

の

〔
福

岡

日

日

〕
に

次

の
記

事

が

掲

載

さ

れ

て

い

る
。

そ

れ

は

、

夏

の

石
油

不

需

要

期

に

お

け

る

石

油

高

値

の

原

因

と

し

て
挙

げ

ら

れ

て

い

る
。

石

油

界

活

躍

の
原

因

(
前

略

)

第

一
は
、

英

国

炭

坑

罷

業

の
結

果

重

油

を
燃

料

に

供

給

す

る

に

至

り

し

た

め
、

英

米

油

共

本

国

に

お

い

て
市

価

の
暴

騰

を
来

し
、

今

日
罷

業

M
ス
ど

な

デ
ン
《
ー
7

後

と
雖
も

尚

ほ
続

い

て

少

か
ら

ざ

る
需

要

あ

る

と
、

一
は
、

丁

抹

人

に

ょ
り

ラ
ン
7・

.

が

ス

発

明

さ

れ

た

る
洋

燈

の
使

用
漸

次
増

加

し

、

点

火

用

と

し

て

電

灯

・
瓦

斯

を

駆

逐

せ

ん

と

す

る
勢

あ

る

に

至

り

し

こ
と

な

り

。

右

洋

燈

に

よ

れ
ば

、

百

燭

光

の
洋
燈

一
個

の
使

用

石

油

は

一
昼

夜

を

通

じ
僅
か
五
合

に

て
足

り
、

電

燈

・

瓦
斯

の
欠

点

を

補

ふ

の

み

な

ら
ず

・
極
め
て

経

済

的

な

る

た

め
鄭

使

用

の
増

加

を

来

し

た

る
も

の

(
以

下

略
)

9

街

路

灯

ラ

ン
プ

に

つ
い

て
述

べ

た

か
ら
、

石

油

ラ

ン
プ

を

応

用

し

た
街

路

灯

に

つ

い

て

も

触

れ

ね

ば

な

る

ま

い
。

街

路

灯

は
、

最

初

の
間

福

岡
県

で

は
、

ガ

ス
灯

・
ガ

ラ

ス
灯

・
洋
灯

な

ど

と

言

わ

れ

て

い

る

よ
う

だ

。

も

ち

ろ

ん

こ
れ

ら

は

ラ

ン
プ

の
別

名

で

も
あ

っ
た

ら

ラ

、
'
戸

し

い
が
、

室

内

の
石

油

灯

は
後

ラ

ン
プ

(
ラ

ン
プ

ま

た

は
洋

灯

と
書

く
)

と

呼

ぼ
れ
る
こ
と
が
多
く
な

っ
て
い
る
よ
う
だ
。
都
市
ガ
ス
会
社
が
各
地
に
開
業
す

る
よ
う
に
な

っ
て
、
本

当
の
ガ
ス
灯
が
現
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
も
、
石
油
灯
を

ガ
ス
灯
と
呼
ぶ
風
習
は
、
福
岡
市
の

一
部

に
も
残

っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
郡
部

で
は
、
都
市
ガ
ス
な
ど
無
縁
だ

っ
た
か
ら
な
お
更
だ
。

東
京

。
大
阪
に
お
け
る
、
石
油
を
使
用
し
た
街
路
灯
の
起
原
に
つ
い
て
は
、

〔
明
治
事
物
起
原

〕
に
次
の
記
事
が
あ
る
。

街
灯
建
設
の
始

明
治
元
戊
辰
十

一
月
版
の

〔
築
地
鉄
砲
洲
居
留
地
絵

図

〕
を
見
れ
ば
、
運
上
所
建
物
前
面
の
道
路
に
、
街
灯
五
基
を
図
せ
り
。

又
同
二
年
十
二
月
版
広
重
筆

〔
築
地
ホ
テ
ル
表
掛
之
図

〕
に
、
街
灯
九
太

を
図
し
、
同
三
年
十

一
月
版
、
国
輝
画

〔
横
浜
海
岸
仲
通
商
館
繁
栄
之
図

〕

中

に
も
、
街
灯
見
ゆ
。

こ
れ
等
は
絵
そ
ら
ご
と
な
ら
ず
、

モ
ダ
ー
ン
街
上
に

は
、
ば

つ
ぼ

つ
建
ち
始

め
し
な
ら
ん
。

(
中
略
)

明
治
五
年
十

一
月
、
京
都
府
の
布
令
に
、

「
市
中
、
先
般
硝
子
灯
装
置
に
て
、
悪
党
跡
を
潜
め
、
且

つ
市
街

の
美
観

を
増
せ
り
、
然
れ
ど
も
、
未
だ
其
設
を
為
さ
ざ
る
町
も
間
間
あ
り
、
少
く

も

一
町
に

一
基
宛
十
月
晦
日

(月
末
)
を
限
り
装
置
す
可
し
、
然
る
上
は
、

其
翌
十

一
月
朔
日

(
一
日
)
よ
り
、
夜
中
無
提
灯
通
行
の
禁
を
廃
す
べ
し
」

と
強
制
点
灯
命
令
あ
り
。

六
年
二
月
二
十
四
日
、
四
日
市
市
中
、
凡
そ
三
、
四
十
間
毎
に

一
灯
つ
つ

民
費
を
堤
て
玻
璃
灯
相
設
度
出

願
し
、
県
参
事
の
許
可
を
得
し
旨
、

〔
三
重

新
聞

〕
第
四
号
に
見
ゆ
。

右
は
石
油
ラ
ン
プ
設
置
の
事
な
る
べ
し
。
斯
く
、
石
油
ラ
ン
プ
の
街
灯
を
、

硝
子
灯

・
玻
璃
灯
な
ど
称
し
た
れ
ば
、
之
を
誤
り
て
ガ
ス
灯
と
称
せ
し
も
の

多

か
、り
し
。

し
か
し
福
岡
県
で
は
、
街
灯
を
建
設
し
た
の
は
大
分
遅
れ
、
明
治
十
七
年



(
一
八
八
四
)
五
月
に
小
倉
に
建
設

し
た
こ
と
が

〔
中
原
嘉
左
右
日
記

〕
に
見

え
て
い
る
。
次
に
そ
の
文
を
掲
げ
よ
う
。

・
明
治
十
七
年
五
月
三
日

(陽
暦
)
。
睦
蔵
呼
寄
、
ガ
ス
灯
火
灯
料
其
外
掃
除

方
等
取
調
子
置
候
事
。

・
同
月
五
日
。
旭
町
道
路
ガ
ス
灯
、
方
今
凡
弐
十
ケ
所
と
見
定

メ
、
此
油
ニ
ケ

しミ

ただし

所
一夜
五
勺
、
但
夕
六
時
よ
り
十
二
時
迄

ニ
テ

一
ケ
月
石
油
三
斗
之
見
込
三
円

三
十
銭
、
外

二
火
灯
夫

一
ケ
月
給
料
弐
円
五
十
銭
、
合
計
五
円
八
十
銭
、
外

二
損
料
仕
継
等
都
テ
入
詰
勘
定
ヲ
以
、
茶
屋
営
業
者
江
取
締
所
よ
り
弐
ツ
割

二
決
定
、
藤
井
昇
吉

へ
達
置
候
事
。

当
時
小
倉
旭
町
は
芸
妓
置
屋
が
許

可
さ
れ
た
ば
か
り
で
、
中
原
た
ち
財
界
人

が
、
同
町
繁
栄

の
た
め
街
路
灯
を
建
設
し
た
も
の
ら
し
い
。

次
い
で
二
十

一
年

(
一
八
八
八
)

八
月
十
五
日
の

〔
福
陵
新
報

〕
に
、
福
岡

市
外
東
公
園

へ
街
路
灯
を
建
設
し
た
記
事
が
あ
る
。

東
公
園
に
居
住
す
る
人
人
に
て
建
設
し
た
る
同
園
内
二
十
余
個
の
街
燈
は
、

最
早
客
月
二
十
八
日
よ
り
点
火
し

つ
つ
あ
る
が
、
今
度
又
官
設
に
て
八
個

の

街
灯
を
建
設
さ
る
る
事
に
な
り
た

る
趣
。
右
は
、
水
茶
屋
よ
り

一
方
亭
前

へ

通
ず
る
路
傍

へ
五
個
と
、
皆
松
館

の
前
後

へ
三
個
な
る
よ
し
。

翌
二
十
二
年
八
月
に
は
、
福
岡
市
外
水
茶
屋
に
街
路
灯
が
建
設
さ
れ
、
福
博

地
方
の
夜
も
公
園
や
花
街
か
ら
明
る
く
な
り
始

め
た
。
次
に
挙
げ
る
の
は
、

こ

の
こ
と
を
報
道
し
た

〔
福
岡
日
日

〕
の
記
事
で
あ
る
。

(
水
茶
屋
)
は
、
是
ま
で
二
時

過
ぎ
に
は

一
本
の
瓦
斯
灯
も
な
く
甚
だ
寂

寥
花

街
不
夜
城
と
誇
る
鯉

は
ざ
り

し
が
、
今
後
料
理
屋
其
他
二
～
三
戸
に
て

二
十
四
本

の
瓦
斯
灯
を
毎
夜
払
暁

ま
で
点
火
す
る
に
決
定
せ
し
と
い
ふ
。

福
岡
市
の
街
路
灯
は
、
公
園
、
花
街
に
次
い
で
人
通
り
の
多
い
橋
や
神
社
に

設
置
さ
れ
た
。
以
下
そ
の
跡
を
た
ど

っ
て
み
よ
う
。

▲
二
十
三
年
。
西
中
島
橋
に
八
月
五
日
よ
り

「街
灯
」
点
灯
。
福
岡
橋
口
町
、

麻
生
孫
次
郎

・
安
川
新
平

・
許
斐
与
三
お
よ
び
博
多
妙
楽
寺
町
吉
田
克
巳
、
同

菅
堂
町
津
森
惣
兵
衛
が
願
主
。

▲
二
十
五
年
三
月
。
博
多
川
端
町
-

東
中
洲
町
の
作
人
橋
総
架
換
工
事
中
に

つ
き
、
有
志
者
假
橋
を
架
設
し
夜
中

「洋
灯
」
を
点
じ
る
。

▲
二
十
五
年
六
月
。
博
多
中
魚
町
の
今
西
卯
之
助
、
西
橋
の
中
央
に

「
ガ
ス
灯
」

一
個
を
点
じ
、
通
行
人
の
便
を
図
る
。

▲
二
十
五
年
九
月
。
博
多
の
右
田
克
巳

・
讃
井
惣
兵
衛

・
井
上
卯
右

工
門
、
福

岡
の
許
山
与
三
等
よ
り
、
中
島
橋
に

「硝
子
灯
」
建
設
を
出
願
。
そ
の
後
福
岡

橋

ロ
町
の
安
河
慎
平

・
早
□
梅
太
郎

・
岡
松
与
八

・
中
尾
卯
作

・
青
木
利
平

・

倉
太
利
平

・
倉
成
運
吉

・
古
川
利
七
の
八
名
よ
り
も
同
様
出
願
。
橋

ロ
町
の
方

が
、
縁
故
が
あ
り
、
且
つ
接
近
、
多
人
数
だ
と
言
う
理
由
で
、
同
町

へ
九
月
二

十
九
日
許
可
。

▲
二
十
八
年
八
月
。
住
吉
神
社
神
地
の
中
島

へ
十
八
日
こ
ろ
街
灯
新
設
。
簑
島

の
牛
乳
所

・
古
森
藤
次
郎
寄
進
。
そ
の
動
機
は
、
先
年
牛
疫
流
行
の
際
、
同
氏

所
有
の
乳
牛
は
こ
れ
に
感
染
し
な
か

っ
た
の
で
、

こ
れ
を
感
謝
す
る
意
味
で
氏

神
様
住
吉
神
社
に
奉
納
。

▲
こ
の
間
、
二
十
四
年
十
月
初
め
こ
ろ
に
は
、
久
留
米
市
苧
扱
川
町
三
丁
目
四

丁
目
の
町
家
軒
先
に
、
揃
い
の
角
瓦
斯
灯
が
設
け
ら
れ
、
二
十
五
年
十
月
初

め

に
は
、
同
市
二
本
松
町
に
街
灯
十
個
が
増
設
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
福
岡
県
で
も
、
福
岡

・
久
留
米

・
小
倉
な
ど
の
中
心
都
市
に

は
、
十
年
代
の
末
こ
ろ
か
ら
ぼ

つ
ぼ

つ
遊
廓
や
目
抜
き
通
り
の
街
路

・
橋
な
ど

に
石
油
ラ
ン
プ
の
街
路
灯
が
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
が
、
そ
の
数
は
少
く
、

し
か
も
長
続
き
し
な
い
で
廃
止
さ
れ
た
も
の
も
多
く
、
こ
れ
ら
中

心
都
市
で
も
、

明
治
の
末
に
な

っ
て
も
、
夜
は
真

っ
暗
な
所
が
多
か
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
三
十
年
以
後
各
地
に
電
灯
会
社
が
開
業
し
て
後
は
、

こ
れ
ら
石

油
ラ
ン
プ
の
街
路
灯
は
姿
を
消
し
電
灯

へ
と
変

っ
た
が
、
地
方
都
市

の
夜
は
あ



ま

り

明

る
く

は

な

ら

な

か

っ
た

。

熱

用

と

し

て

の
石

油

石

油

を
熱

用

と

し

て

使

っ
た

の

は
、

日

本

で

は

比

較

的

遅

い
が

、

ア

メ

リ

カ

で

は

大

分

早

く

か

ら
試

み

ら

れ

た
ら

し

い
。

そ

れ

は

、

慶

応

四

年

(
一
八

六

八

)

二

月

～

刊

〔
西

洋

雑

紙
巻

五

〕

(
明

治

文

化

全

集

巻

五

所

収

)

に
、

次

の
記

事

が

あ

る

こ

と

か

ら
知

ら

れ

る
。

○

石
脳

油

を

以

っ
て

石
炭

に
代

用

す

る
の

説

託
つ

あ
て

合
衆
国
政
府
近
来
石
脳
油
を
以

て
石
炭
に
代

へ
蒸
気
の
用
に
充
ん
と
し
て
、

水
師

(水
軍
)
の
工
長
に
命
じ
種
種
其
利
用
を
試
験
に
及
べ
り
。
抑
石
脳
油

は

な

ほ

ぢ

ミ

[
・
ー

ト

蒸
発
の
力
は
石
炭
に
比
す
れ
ば
甚
強
く
、
二
十
八
分
時
の
間
に
蒸
気
の
力
を

起
す
こ
と
二
十
斤
に
及
び
、
石
炭

の
如
き
は
四
十
分
時
に
至
ら
ざ
れ
ば
此
力

を
起
す
事
能
は
ず
。
加
之
石
脳
油

の
価
甚
だ
廉
に
し
て
、
已
に
亜
墨
利
加
よ

り
英
国
に
往
復
す
る
蒸
気
船
ペ
ル
シ
ャ
号
に
用
ひ
、
試
乏

大
に
費
用
を
省

き
た
り
。
且
船
中
此

油
を
貯
ふ
る
に
狭
隘

の
室
に
し
て
足
れ
り
。
碑
に
航
海

ミ
歌

ぽ
ぶ

六
ロ
シ
智

に

之

を

用

る
時

は
費

用

を

省

く

事

少

か
ら

ず

。

近

来

俄

国

(
ロ

シ
ア
)

及

び

め

リ

ポ

ル
ニ
ー

む
い

い
ギ

こ
の

に
な
に
げ

加
利
福
尼
に
於
て
石
脳
油
を
出
す

の
地
を
発
明
し
、
此
油
を
産
す
る
事
甚
多

し
。
故
に
其
用
を
世
上
に
広

め
ん
と
欲
す
と
い
ふ
。

按
ず

る
に
我
邦
石
脳
油
を
産
す

る
の
地
少
か
ら
ず
。
就
中
北
越
に
多
し
。

《
蓬
㍉
ザ
の
紘
小
今

俗

に

臭

水

油

と

称

す

。

天
智

天

皇

の
御

宇

越

国

燃

る
土

燃

る
火

を
献

ず

、

と

記

さ

れ

た

る
燃

土

は

す
な
わ

あ

い

り礼
ヒ
え

≧
の

ま
れ

即

ち

石

炭

、

燃

水

は
即

ち

石

脳

油

な

り

。

此

油

多

く

出

づ

と
雖

、

其

用
罕

な

る
故

に

世

に
廃

物

の
如

く

思

へ
り
。

然

る

に
今

此

説

を
獲

た

れ

ば

、

記

し

て

他

日

開

物

に
志

す

博

雅

の
参

考

に
備

ふ

る

の

み
。

し

か

し
、

こ

の
試

み

は
失

敗

に
終

っ
て

い

る

よ

う

だ
。

こ
の

よ

う

に

米

欧

で

は
早

く

か
ら

石

油

を

石
炭

に
代

え

る

試

み
が

さ

れ

て

い

る
が

、

明

治

末

に
な

っ
て
も

、

石

油

を

焚

く

汽

船

は
米

欧

で

も

例

外

だ

っ
た
。

そ

の
中

で
、

東

洋

汽

船

会

社

が

桑

港

線

用

と

し

て
明

治

四

十

年

(
一
九

〇

七

)

一
三

、

五

〇

〇

噸

の
天

洋

丸

・
地

洋

丸

を

建

造

、

パ

ー

ソ

ン

ス
蒸

汽

タ

ー
ビ

ン

を

設

備

し

燃

料

と

し

て

重

油

を

用

い

た

こ
と

が

注

目

さ

れ

る

明

治

と

は

こ

の

よ

う

な

時

代

だ

っ
た

か
ら

、

熱

用

と

し

て

石

油

を

使

用

し

た

記

録

は

非

常

に
少

い

。

第

一
石

炭

に

し

て

も

、

そ

の

主

な

用

途

は

工
場

や

発

電

所

用

に
限

ら

れ
、

家

庭

用

と

し

て

は

一
部

で

石

炭

ガ

ス

(
ガ

ス
会

社

の
)

が

使

用

さ

れ

た

程

度

で
、

ガ

ラ

の
使

用

量

さ

へ
ま

だ

大

し

た

こ

と

は

な

か

っ
た
。

そ

の

よ
う

な

中

で
、

明

治

二

十

八

年

(
一
九

〇

五
)

十

二

月

七

日

の

〔
福

岡

日

日

〕
に

「
石
油

厨

炉

」

の
広

告

が

載

せ

ら

れ

て

い

る

こ

と

が

注

目

さ

れ

る
。

そ

れ

は

図

に

よ

れ
ば

金

属

製

の
筒

型

石

油

ス

ト

ー
ブ

の

よ

う

な

形

で
、

「
・
発

売

元
、

大

阪

本

町
通

渡

辺

筋

角

、

島

田
商

店

・
特

約

店

、

福

岡

市

博

多

上

西

町
、

渡

辺

商

店

。

」

と
な

っ
て

い
て

、

「
マ

ッ
チ

一
太

に

て
点

火

す

れ

ぽ

直

に
強

熱

与
ヲ

へ
い
之
ラ

いり
あ
ボ

ペ
ん

瓶

湯

魚

肉

を

煎

灸

る
等

即

座

に
弁

ず

。

を

発

し
、

無

煙

無

臭

一
点

の
塵

な

く

、

誠

に

文

明

の
利

器

賞

賛

の
外

な

し

。

」

と
書

か
れ

て

い

る
。

ま

だ

ガ

ス
は

な
く

、

電

灯

も

一
軒

に

一
灯

と

も

す

の

が

や

っ
と

と

言

う

こ

の

こ

ろ

は
、

七

輪

に
炭

火

を

起

こ
し

て

煮

炊

き

を

し

た

り

、

か
ま

ど

で
御

飯

を

炊

い

た

り

湯

を

沸

か

し

た

り

す

る

の

が

普

通

だ

っ
た

の

だ

か
ら

、

効

能

ど

お

り

と
す

れ
ば

ま

こ

と

に
便

利

だ

っ
た

は

ず

だ

が

、

大

衆

に

は

縁

遠

い
品

物

だ

っ
た

。

ま

た
、

四

十

三

年

(
一
九

一
〇

)

十

二

月
十

四

日

の

〔
福

岡

日

日

〕
に

は
、

次

の

よ

う

な

「
石

油

ス
ト

ー
ブ

」

の
紹

介

記

事

が

出

て

い

る
。

博

多

妙

楽

寺

新

町

松

本
装

飾

部

・
中

石

堂

町

奥

村

瓦

斯

器

部

協

同

に

て
、

今

回

米

国

紐

育

ス
タ

ン
ダ

ー
ド

会

社

製

造

の
無

煙

無

臭

石

油

ス

ト

ー
ブ

九

州

一
手

販

売

を

引

受

け

た

る

が
、

同

ス

ト

ー

ブ

は

日

太

座

敷

向

に
製

造

せ

る

も

の

に

て
、

体

裁

よ
く

何

れ

へ
も

提

げ

行

か

る
軽

便

な

る
も

の
な

り

と

。

し

か

し
、

明

治

大

正

の
大

衆

は
、

石

炭

ス

ト

ー

ブ

さ

へ
手

の
届

か

ぬ

高

嶺

の
花

だ

っ
た

か
ら
、

こ
れ

ま

た
普

及

す

る
ど

こ

ろ

で

は

な

か

っ
た
。



結

局

明

治

の

日
本

で
は

、

熱

用

と

し

て

の

石

油

は

、

福

岡
市

で
も

販

売

し

た

店

が

あ

っ
た

か
ら

使

用

し

た

人

も

何

人

か
は

居

た

だ

ろ

う

と

言

う

程

度

に
す

ぎ

な

い
。

明

治

末

に
な

っ
て
も

、

九

州

地

方

は
ま

だ

ガ

ス
事

業

が

起

り

始

め

た
ば

か
り

で
、

し

か
も

そ

の
用

途

は
灯

火

が

主

だ

っ
た

の

だ

か

ら
、

熱

用

と

し

て

の

石

油

は
、

記

録

が

残

っ
て

い

る

だ

け

と

言

え

そ

う

だ
。

四

駆

虫

用

と

し

て

の

石
油

稲

虫

に
関

す

る

記

録

と

し

て

は
、

〔
中

原

嘉

左

右

日
記

〕
明

治

二

年

(
一
八

六

九

)

七

月

四

日

の
項

に

、

へ㌧逝
重
で

い
{
尾

こ
れ
竃
く

し
ょ
ラ
ム
よ
7

土

用

中

長

雨
、

是

迄

も

南

風

雨
、

未

快

晴

も

無

之

、

入
梅

中

上

日

和

二
候

得

共

、

土
用

前

よ

り

土

用

中

、

日

和

無

之
、

四

方

虫

気

十

分

出

来

二
付

、

油

入

用

二
付

買

出

し

と

し

て

香

春

町

日

田

屋

孫

市

を

以

、

秋

月

・
甘

木

・
博

多

江種
子

油

買

付

二
差

立

候

事

。

同

月

十

八

日

の
項

に
、

稲
作

虫

付

、

日
毎

二
虫

追

日
焚

候

二
付

、

夕
刻

よ

り

近

村

江

罷

越

、

殊

外

之

虫

到

来

候

事

。

と

言

う

記

事

が

あ

る
。

こ
の

二

つ

の
記

事

か

ら
考

え

る

と
、

当

時

虫

追

火

に

種

油

を

使

っ
て

い
た

こ

と
が

想

定

さ

れ

る
。

福

岡

地

方

に

お
け

る

稲
虫

駆

除

は

、

明

治

九

年

(
一
八

七

六

)

以

前

に

は
、

被

害

を

天
災

だ

と

思

っ
て

い

た

も

の
ら

し

く

、

せ

い
ぜ

い

「
虫

追

い
と

称

え

て

異

し
き

装

い
を

な

し
、

鐘

太

鼓

を
鳴

ら

し

田

の
間

を

巡

り

て
満

足

せ

る
も

の
勘

か
ら

ず

。

」

〔
明

治

二
十

八
、

九
、

三

十

刊

、

益

田
素

平

著

、

稲

虫

実

験

録

〕

だ

っ
た
。

福

岡
県

が

初

め

て

稲

虫

駆

除

に
着

手

し

た

の

は
、

明

治

十

年

二

八

七

七

)

だ

っ
た

。

こ

の
年

〔
筑

紫

新

聞

〕
第

三

十

号

(
六

月

二

十

二

日
刊

)

も

こ
れ

に

協

力

、

次

の

よ

う

に
述

べ

て

い

る
。

稲

虫

の
大

害

と
対

策

青

森

県

下

陸

奥

国

津

軽

郡

に
於

て
、

連

年

稲

虫

の
大

害

を

蒙

む

り

百

方

駆

除

す

れ

ど

も

一
も

其

効

を

見

ざ

る

に

よ
り

、

勧

農

局

五

等

属

鳴

戸

義

民

を

該

地

に
巡

遣

せ
ら

れ

し

よ

し
。

当

県

下

も

此

害

年

年

あ

る
事

な

れ

ハ
、

除
害

法

を

開

農

雑

報

よ
り

採

録

し

て
広

告

す

。

此

虫

を
去

る

に

は
、

田
水

を

ひ

た

ひ
た

に
減

ら

し

て
、

塩

の

に
が

り

を

根

太

へ
入

る

べ

し
。

又

朝

貌

の
実

を

臼

に

撞

き

粉

砕

し
、

之

を

田
中

に
蒔

散

す

か
又

白

芥

子

の
油

を

入

る

る

か
、

最

も

亦

撞

砕

き

て

も

宜

し

か

る

べ

し
。
卑

廨
か
あ

せ

、・・
の
汁

を

沢

山

い

る

る

も

宜

し

か

る

ぺ

し
。

髄

虫

ハ
自

然

髄

の

中

に
生

し
、

六

月

中

旬

頃

基

を

割

て

見

る
と

、

綿

虫

に

似

て

基

一
パ

イ

に

な

り

居

る
も

の
な

り
。

塩

の

に
が

り

を

入

る

る
時

は
、

稲

根

よ

り

其

に
が

り

の
気

を

自

然

に
吸

上
げ

て

虫

を

殺

す

な

り

と

云

り
。

佐

藤

信

淵

翁

の
培

養

秘

録

附

録

に
、

白
芥

子

の
効

を

説

て

云

く
、

稲

の

心

中

に

あ

り

て
眼

に
見

へ
ぬ
瞑

も

死

を
免

る

事

な

し

。

我

家

稲

虫

を

殺

す

に

ハ

必
す

芥

子

油

を

用

ふ

と
。

で
ヒう

み
あ
を

っ
ブ

ーな
か
く
わ

世

上

虫

害

あ

る
処

の
参

考

に

も

な

ら

ば

と
書

綴

る

。

猶

精

し
き

事

ハ
広

く

農

書

に

就

て

求

む

べ

し
。

十

一
年

(
一
八

七

八

)

に
な

る

と
、

県

庁

は
螟

虫

駆

除

を

奨

励

す

る
が

、

実

行

す

る
者

は

少

な

か

っ
た

。

十

二
年

に

は
、

石

油

を

苗

床

に

ま

く

者

が

あ

っ
た

こ
と

が

注

目

さ

れ

る
。

次

に

こ

の

こ

と

を

報

道

し

た

同

年

四

月
十

二

日

刊

〔
め
ざ

ま

し

新

聞

〕
第

四

五

号

の

文

を

紹

介

し

よ

う
。

害

虫

予

防

〔
勧

業

大

集

会

日
誌

、

稲

虫

予

防

ノ
議

〕

ち
よ
㍉

こ
と

・、煎

敦

年

年

苗

床

に
多

少

ノ
稲

虫

ヲ
生

シ
、

間

間

蝶

多

キ
コ

ア

リ
。

是

全

ク
螟

虫

8

み
ヒ

これ

ガ
や

ノ
孚

化

シ

タ

ル

モ

ノ

ト
見

認

ム
。

是

ヲ
駆

除

ス

ル
ノ
方

法

ハ
、

蚊

帷

ノ
切

レ

「
だ

)

,こ

と

ち

よ

、フ

と

る

ニ
テ
戯

童

ノ

(
ト

ン

ホ
)

網

ノ
如

キ
袋

ヲ
造

リ
、

苗

ノ
上

ヲ
払

ヒ
蝶

ヲ
取

ヲ

善

ト

ス
。

尤

最

前

苗

代

踏

ノ
際

二
鯨

油

ヲ
凌

キ
置

庚

ハ
、

虫

ノ
予

防

ノ

ミ

ナ



ラ

ス
培
養

ニ
モ
相

成

、

其

功

著

シ
キ

ヲ
発

見

ス
。

且

又

田
植

前

鯨

油

・
石

炭

海
杯

ヲ
口

口

苗

床

二
浚

ク

モ
ヨ

シ
。

筑

前

鞍

手

郡

・
内

ニ
テ
此

方

法

ヲ
経

験

セ

ル
者

ア

リ
。

云

々
。

十

三

年

に

は

稲

株

焼

却

法

・
苗

代

点

火

誘

殺

法

が

始

ま

っ
た
。

し

か

し

こ
れ

ら

の
駆

除

法

も

な

か
な

か
普

及

せ
ず

、

し
ぽ

ら

く

の
間

は

「
虫

追

い
」

行

事

が

害

虫

駆

除

の

主

力

を

な

し

て

い

た
。

当

時

の
殺

虫

法

に

つ
い

て

は
、

明

治

二
十

一
年

(
一
八

八

八

)

十

月

十

三

日

の

〔
福

陵

新

報

〕
に

次

の
記

事

が

あ

る
。

(
前

略

)

御

井

郡

よ

り

の
報

道

を
見

る

に
、

同

郡

金

島

村

近

傍

に
於

て

サ

子

モ

リ
虫

と
称

す

る

一
種

の
害

虫

を

生

じ
、

稲

田

の
局

部

局

部

を
嚢

害

(
食

害

)

し
、
已

に

過

半

を
喰

枯

ら

し
鄭

惨

状

言

う

べ

か
ら

ず

。

人

民

の
憂

慮

び

く

、

隙

て
従

来
慣

行

の
虫
駆

を

行

は

ん

と
す

る

を

聞

き

同

郡

農

業

組

長

鹿

毛

崎

太

郎

氏

は
、

漫

然

坐

視

す

べ
き

に
非

ず

と

郡

衛

生

主

任

と

協

議

し
、

去

る
九

日

の

夕

景

よ

り

試

み

に
被

害

田

の
局

部

に

於

て
大
盥

を

据

え
之

に

少

量

の
辛

子

油

を

入

れ
、

其

上

に

ラ

ン
プ

を
点

し

駆

除

を

試

み

た

る
も

、

一
疋

の
害

虫

も

飛

来

ら

ず

。

(
中

略

)

因

て
蝋
燭

を

点

し

て

稲
株

を
点

撫

す

れ

ば

・

害

虫

は
株

ご

と

に
蟻
集

(
あ

り

の

よ

う

に
集
ま

る
)

せ

り
。

よ
っ

お
モ

{
ほ
や

た

躰
ホ

が

稲

茎

は

日

に
増

し

硬

因

て
想

ふ

に
、

最

早

寒

気

の

為

め

に
害

虫

は
衰

弱

し
、

固

な

り

た

る
為

め
な

ら

ん
。

(
以

下

略

)

駆

虫

用

と

し

て

の

石
炭

油

(
石

油

)

は
、

辛

子

油

の
代

り

に
使

っ
た
の

、

ラ

ン

プ

の
燃

料

に

し

た
り

し

た

の
だ

が

、

御

井

郡

で

石
炭

油

を

使

っ
た

の

か

ど

う

か

は

分

か
ら

な

い
。

し

か

し

二
十

三

年

に

な

る
と
、

少

し

は
殺

虫

灯
が

使

用

さ

れ

始

め

る

よ

う

に

な

り

、

粕

屋

郡

で

は

六

月

七

日

か
ら

毎

夜

殺

虫

灯

を

点

じ

て

い

る
事

が

報

道

さ

れ

て

い

る
。

そ

の

た

め
博

多

に
殺

虫

灯

を
製

造

す

る
人

も

現

わ

れ

た
。

次

に
そ

の

広

告

文

を

掲
げ

よ

う
。

殺

虫

燈

拙
者
儀
先
年
来
福
岡
県
勧
業
試
験
場
ノ
指
揮

ヲ
受
ケ
、
諸
作
物

ノ
害
虫
蛾
ノ

捕
獲
撲
殺

二
用
フ
ル
殺
虫
灯
ヲ
製
作
致
居
候
所
・
追
追
農
家
諸
君
難
昆

虫

学
者
好
評
ヲ
得

(中
略
)

福
岡
県
勧
業
試
験
場
御
用
殺
虫
灯
製
造
人
、
福
岡
市
東
中
洲
、
吉
岡
与

四
郎
。

本
年
五
月

ヨ
リ
本
月
十
日
迄
殺
虫
灯
製
造
高

一
千
五
十
個
。
此
内
九
百
個

ハ

粕
屋
郡
、
百
五
十
個

ハ
各
郡
。

殺
虫
灯
の
価
格
は
、
大
形

一
個
定
価
七
十
五
銭

(十
個
以
上
五
分
引
き
、
百
個

以
上

一
割
引
き
)
、
小
形

一
個
定
価
五
十
銭

(割
引
き
は
同
然
)
だ
っ
た
。

二
十
六
年

(
一
八
九
三
)
に
な
る
と
、
水
盤
に
は
石
炭
油

(石
油
)
を
加
え

る
よ
う
指
導
さ
れ
た
が
、
変
革
に
不
安
を
持

つ
農
民
た
ち
は
、

一
部
の
郡
を
除

き
な
か
な
か
実
行
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
国

・
県

.
郡

.
市
町

村
の
農
事
指
導
者
や
農
村
の
先
覚
者
た
ち
は
、
大
変
な
努
力
を
続
け
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
中
で
、
二
十
五
年

(
一
八
九
二
)

こ
ろ
か
ら
、
田
面
に
菜
種
油

・
鯨
油

。
石
油
な
ど
を
薄
く
ま
く
事
も
始
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
十
六
年

に
は
、

こ
の
油
を
改
良

「
除
虫
液
」
と
名
付
け
て
、
博
多
下
呉
服
町
角
特
約
販

売
所

・
鞍
屋
薬
店

・
内
海
善
兵
衛
か
ら
売
り
出
さ
れ
て
い
る
。

以
上

の
よ
う
に
し
て
、
明
治
二
十
八
年

(
一
八
九
五
)
九
月
に
は
、
明
治
十

九
年
福
岡
県
布
達
第
六
号
害
虫
予
防
規
則
に
基
づ
き

「
螟
虫
予
防
駆
除
実
施
法

が
定
め
ら
れ
、
福
岡
県
に
お
け
る
螟
虫

駆
除
も
や

っ
と
軌
道

に
乗
る
よ
う
に
な

り
、
螟
虫

駆
除
に
使
用
す
る
石
油
量
も
飛
躍
的
に
増
大
し
て
き
た
。
こ
の
う
ち

田
面
に
散
布
す
る
油
は
、

一
部
専
門
の
殺
虫
油
と
し
て
売
り
出
さ
れ
た
も
の
が

使
用
さ
れ
た
が
、
殺
虫
灯
に
使
用
す
る
灯
火
燃
料
と
水
盤
用
油
は
ほ
と
ん
ど
石

油
が
使
用
さ
れ
、
県
下
石
油
商
を
育
成
す
る
の
に
大
い
に
役
立

っ
て
い
る
。

点
火
誘
殺
は
、
明
治
二
十
九
年
法
律
第
十
七
号
、
同
三
十

一
年
県
令
第
二
十



号
が
制
定
さ
れ
、
そ
の
後
も
幾
多
の
曲
折
を
経
て
農
村
の
年
中
行
事
の

一
つ
と

な

っ
た
が
、
福
岡
県
で
は
、
大
正
三
年

(
一
九

一
四
)
誘
蛾
灯

(
殺
虫
灯
)
を

強
制
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
全
滅
器
を
使
用
し
て
点
火
誘
殺
を
廃
止
し
た
所
が

多

か
っ
た
。

し
か
し
そ
の
成
績
は
悪
く
、
ふ
た
た
び
点
火
殺
虫
法
が
復
活
し
て

い
る
。
そ
の
後
大
正
五
年
か
ら
は
石
油
灯
の
代
り
に
電
灯
を
使
用
す
る
所
が
増

加
、
灯
用
と
し
て
の
石
油
は
急
激
に
減
少
し
た
が
、
水
盤
用
や
田
面
散
布
用
の

石
油
は
、
依
然
と
し
て
地
方
石
油
店

の
大
事
な
得
意
先
と
し
て
残

っ
た
。

(以
下
次
号
)

前

号

正
誤
表

頁
三
四

三
四

三
四

三
六

三
八

三
八

三
九

四

一

四

一

四
二

四
三

四
五

段下下下下上下下上上上上上

行一
〇

二
〇

二
〇

=
二

一
〇二三三八四一

七
一

誤

湧

こ

と

こ
.と

半△

「
龍
峰

常

:
」

セ

サ

レ

ハ
熔

セ

サ

ル

紙

者

井轡其
他
諸
宮
衙

事

る
が

こ
.と

今
後

正

翻

き

鞍
.

。

△

「龍
峰
堂
:
」

セ
サ
レ
ハ
発
熔
セ
サ
ル

精
製
者

碑其
他
諸
官
衙

事
志
る
が

O
今
度


